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中
央
大
学
刑
事
判
例
研
究
会

オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
上
に
被
害
者
の
裸
体
等
を
写
し
た
電
磁
的
記
録
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
、
公
開
用
Ｕ

Ｒ
Ｌ
の
発
行
を
受
け
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
同
記
録
を
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
認
識
し
う
る
状
態
に
置
い

た
と
は
い
え
ず
、
刑
法
一
七
五
条
一
項
前
段
等
の
公
然
陳
列
罪
は
成
立
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例

髙　
　

良　
　

幸　
　

哉

大
阪
高
判
平
成
二
九
年
六
月
三
〇
日
／
平
二
九
（
う
）
一
七
五
条
一
三
六
号
／
強
要
未
遂
、
私
事
性
的
画
像
記
録

の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
違
反
、
わ
い
せ
つ
電
磁
的
記
録
記
録
媒
体
陳
列
被
告
事
件
／
判
時

二
三
八
六
号
一
〇
九
頁
、
判
タ
一
四
四
七
号
一
一
四
頁

判
例
研
究



六
八

【
事
案
の
概
要
】

被
告
人
は
、
自
宅
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
以
下
、
Ｐ
Ｃ
）
を
使
用
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
、
元
交
際
相
手
の
女
性
（
以
下
、
被
害
者
）

の
顔
を
写
し
た
画
像
デ
ー
タ
と
共
に
、
そ
の
露
出
し
た
胸
部
等
を
撮
影
し
た
画
像
デ
ー
タ
お
よ
び
動
画
デ
ー
タ
二
五
点
並
び
に
被
害
者
の
陰
部
を
撮
影
し

た
わ
い
せ
つ
な
画
像
デ
ー
タ
五
点
を
A
株
式
会
社
（
以
下
、
A
）
が
管
理
す
る
サ
ー
バ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
内
に
開
設
さ
れ
た
A
ボ
ッ
ク
ス
に
送
信
し
て
記
憶
、

蔵
置
さ
せ
る
と
と
も
に
、
不
特
定
多
数
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
に
対
し
、
前
記
画
像
等
の
閲
覧
が
可
能
な
状
態
を
設
定
し
、
第
三
者
が
撮
影
対
象
者

を
特
定
で
き
る
方
法
で
、衣
服
の
全
部
又
は
一
部
を
着
け
な
い
人
の
姿
態
で
あ
っ
て
、殊
更
に
人
の
性
的
部
位
が
露
出
又
は
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
性
欲
を
興
奮
さ
せ
又
は
刺
激
す
る
も
の
で
あ
る
私
事
性
的
画
像
記
録
物
を
公
然
と
陳
列
す
る
と
と
も
に
、
わ
い
せ
つ
な
電
磁
的
記
録
に
か
か
る
記

憶
媒
体
を
公
然
と
陳
列
し
た
（
原
審
第
二
事
実
）。

加
え
て
本
件
被
告
人
は
、
自
宅
の
Ｐ
Ｃ
を
使
用
し
、
被
害
者
が
使
用
す
る
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
、
被
害
者
の
裸
体
画
像
等
と
共
に
返
信
が
な
け
れ
ば
ば

ら
ま
く
旨
記
載
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
閲
読
さ
せ
、
そ
の
要
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
被
害
者
の
名
誉
に
危
害
を
加
え
る
旨
告
知
し
て
怖
が
ら
せ
、
義

務
の
な
い
こ
と
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
被
害
者
が
応
じ
ず
、
そ
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
（
原
審
第
一
事
実
）。

た
だ
し
、
各
公
訴
事
実
の
外
形
的
事
実
に
争
い
は
な
く
、
原
審
大
阪
地
判
平
成
二
八
年
一
二
月
一
五
日
は
、「
被
告
人
は
、
判
示
第
二
事
実
に
係
る
画
像

デ
ー
タ
及
び
動
画
デ
ー
タ
を
「
A
ボ
ッ
ク
ス
」
に
記
憶
、
蔵
置
さ
せ
、
公
開
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
刑
法
一
七
五
条
一
項
前
段
及
び
私
事
性
的

画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
三
条
二
項
に
い
う
「
公
然
と
陳
列
」
す
る
と
は
、
画
像
デ
ー
タ
及
び
動
画
デ
ー
タ
の
内
容
を
不

特
定
又
は
多
数
の
者
が
認
識
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
を
い
い
、
実
際
に
そ
れ
ら
の
内
容
を
再
生
閲
覧
す
る
こ
と
ま
で
は
必
要
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
「
A
ボ
ッ
ク
ス
」
に
公
開
設
定
を
し
て
、
公
開
用
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
発
行
を
受
け
た
段
階
で
、
画
像
デ
ー

タ
及
び
動
画
デ
ー
タ
の
内
容
を
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
認
識
で
き
る
状
態
に
置
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
の
罪
も
既
遂
に
達
し
て
い
る

と
解
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。
被
害
者
以
外
の
者
に
対
し
て
公
開
用
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
伝
え
て
い
な
い
と
の
弁
護
人
の
主
張
を
前
提
と
し
て
も
、
判
示
第
二
の
各

罪
が
成
立
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
し
た
。
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こ
れ
を
受
け
て
、
本
件
被
告
人
が
控
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
判
決
要
旨
】

本
件
大
阪
高
裁
は
、「
被
告
人
が
A
ボ
ッ
ク
ス
内
に
記
憶
蔵
置
さ
せ
、
本
件
デ
ー
タ
を
公
開
設
定
し
た
の
み
で
は
、
い
ま
だ
同
デ
ー
タ
の
内
容
を
不
特
定

又
は
多
数
の
者
が
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
同
デ
ー
タ
の
公
開
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
被
害
者
宛
に
送

信
し
た
点
に
つ
い
て
も
、
特
定
の
個
人
に
対
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
同
デ
ー
タ
の
内
容
を
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
認
識
し
得
る

状
態
に
置
い
た
と
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
結
局
、
被
告
人
は
、
本
件
デ
ー
タ
の
内
容
を
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に

置
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
刑
法
一
七
五
条
一
項
前
段
及
び
画
像
被
害
防
止
法
三
条
二
項
各
所
定
の
公
然
陳
列
罪
は
成
立
し
な
い
」
と
し
、「
不
特

定
多
数
の
者
が
本
件
デ
ー
タ
を
認
識
し
得
る
状
況
に
な
か
っ
た
点
で
事
実
関
係
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、前
記
平
成
一
三
年
最
高
裁
決
定
が
示
し
た「（
刑

法
一
七
五
条
）
が
定
め
る
わ
い
せ
つ
物
を
「
公
然
と
陳
列
し
た
」
と
は
、
そ
の
物
の
わ
い
せ
つ
な
内
容
を
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
認
識
で
き
る
状
態
に

置
く
こ
と
を
い
い
、
そ
の
物
の
わ
い
せ
つ
な
内
容
を
特
段
の
行
為
を
要
す
る
こ
と
な
く
直
ち
に
認
識
で
き
る
状
態
に
す
る
ま
で
の
こ
と
は
必
ず
し
も
要
し

な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
の
判
断
を
踏
ま
え
て
も
、
公
然
性
は
否
定
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
」
で
あ
る
と
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
本
件
大
阪
高
裁
は
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
原
審
第
一
事
実
で
あ
る
刑
法
二
二
三
条
一
項
、
三
項
に
い
う
強
要
未
遂
罪
に
つ

い
て
は
有
罪
と
し
つ
つ
、
第
二
事
実
で
あ
る
、
性
的
画
像
の
公
然
陳
列
行
為
に
つ
い
て
は
、
無
罪
と
し
た
。

【
研
　
究
】

1
．
論　
　
　

点

本
件）（
（

は
、被
告
人
が
、オ
ン
ラ
イ
ン
の
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス）（
（

の
サ
ー
バ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
被
害
者
の
裸
体
等
の
性
的
な
デ
ー
タ
を
ア
ッ

プ
ロ
ー
ド
し
、
か
か
る
デ
ー
タ
を
公
開
設
定
し
た
行
為
が
、
刑
法
一
七
五
条
一
項
前
段
お
よ
び
私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被



七
〇

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
）
三
条
に
お
け
る
公
然
陳
列
行
為
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
件

に
お
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
性
的
画
像
の
陳
列
に
お
け
る
「
公
然
性
」
の
有
無
が
問
題
と
な
る
。
な
お
、
本
件
に
お
い

て
は
、
被
告
人
は
刑
法
二
二
三
条
に
か
か
る
強
要
未
遂
罪
で
も
起
訴
さ
れ
て
い
る
が
、
外
形
的
事
実
に
お
い
て
争
い
は
な
く
、
本
稿
の
検

討
の
対
象
と
は
し
な
い
。

2
．
電
磁
的
記
録
の
公
然
陳
列
行
為
に
お
け
る
「
公
然
性
」

（
（
）
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
公
表
罪
に
お
け
る
「
公
然
性
」

リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
に
い
う
私
事
性
的
画
像
は
、「
撮
影
者
に
お
い
て
第
三
者
に
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
せ
ず
、
撮
影
さ
れ
た

も
の
」
で
あ
る
こ
と
、す
な
わ
ち
「
私
事
性
」
を
備
え
た
も
の
で
あ
り
、か
つ
①
「
性
交
又
は
性
交
類
似
行
為
に
係
る
人
の
姿
態
」、②
「
他

人
が
人
の
性
器
等
（
性
器
、
肛
門
又
は
乳
首
を
い
う
。）
を
触
る
行
為
又
は
人
が
他
人
の
性
器
等
を
触
る
行
為
に
係
る
人
の
姿
態
で
あ
っ
て
性

欲
を
興
奮
さ
せ
又
は
刺
激
す
る
も
の
」、
③
「
衣
服
の
全
部
又
は
一
部
を
着
け
な
い
人
の
姿
態
で
あ
っ
て
、
殊
更
に
人
の
性
的
な
部
位
（
性

器
等
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
、
臀
部
又
は
胸
部
を
い
う
。）
が
露
出
さ
れ
又
は
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
性
欲
を
興
奮
さ
せ
又
は

刺
激
す
る
も
の
に
当
た
る
と
い
う
ポ
ル
ノ
性
を
有
す
る
も
の
」
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
（
二
条
各
号
）。
刑
法
一
七
五
条
に

い
う
「
わ
い
せ
つ
物
」
等
と
は
そ
の
対
象
物
を
異
に
す
る
が
、
と
も
に
性
的
な
図
画
で
あ
る
た
め
、
本
件
の
よ
う
に
「
わ
い
せ
つ
物
」
等

に
該
当
し
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
に
も
該
当
す
る
文
書
が
存
す
る
。

リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
三
条
の
公
表
罪
に
お
け
る
公
然
陳
列
等
の
行
為
態
様
に
つ
い
て
は
、
刑
法
一
七
五
条
等
に
お
け
る
公
然
陳
列

罪
の
行
為
態
様
と
共
通
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る）（
（

。
な
お
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
法
益
で
あ
る
善
良
な
風
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一

俗
を
保
護
法
益
と
す
る
刑
法
一
七
五
条
と
は
異
な
り
、
法
全
体
と
し
て
は
「
個
人
の
名
誉
及
び
私
生
活
の
平
穏
の
侵
害
に
よ
る
被
害
の
発

生
又
は
そ
の
拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
（
一
条
）、
と
り
わ
け
三
条
の
公
表
罪
に
つ
い
て
は
、
性
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
法

益
と
す
る）（
（

。
た
だ
し
、
両
罪
の
保
護
法
益
の
差
異
等
は
、
両
罪
の
規
制
対
象
行
為
に
つ
い
て
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
三
条
が
「
第
三

者
が
撮
影
対
象
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
」
に
よ
る
公
表
に
行
為
態
様
を
限
定
し
、
刑
法
一
七
五
条
の
行
為
よ
り
も
規
制
範
囲

を
制
限
し
て
い
る
点
に
表
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
い
う
「
陳
列
」
概
念
そ
の
も
の
を
異
な
る
も
の
と
す
る
必
然
性
は
な
い
で
あ
ろ
う）（
（

。

そ
こ
で
、
本
件
行
為
に
つ
い
て
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
三
条
二
項
お
よ
び
刑
法
一
七
五
条
一
項
の
公
然
陳
列
罪
の
成
否
は
、
両
罪

と
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
へ
の
性
的
な
画
像
・
動
画
デ
ー
タ
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
か
ら
当
該
性
的
内
容
の
公
開
に
至
る
プ

ロ
セ
ス
の
中
で
、
い
か
な
る
行
為
が
「
公
然
と
陳
列
し
た
」
と
い
い
う
る
の
か
、
す
な
わ
ち
「
公
然
性
」
要
件
を
満
た
す
の
か
と
い
う
点

に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。

（
（
）
裁
判
例
に
お
け
る
「
公
然
と
陳
列
し
た
」
の
要
件

刑
法
一
七
五
条
の
わ
い
せ
つ
物
関
連
犯
罪
に
お
け
る
「
公
然
と
陳
列
し
た
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
に
お
い
て
は
「
陳
列
」
概
念
と
と
も

に
、
情
報
そ
の
も
の
の
客
体
性
が
議
論
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
学
説
に
お
い
て
は
、
情
報
そ
の
も
の
を
陳
列
行
為
の
客
体
と
す
る
見

解
や
行
為
客
体
に
つ
い
て
は
有
体
物
説
を
厳
格
に
維
持
す
べ
き
と
の
見
解
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
き
た）（
（

。
裁
判
例
に
お
い
て
も
情
報
自
体
の

客
体
性
を
認
め
る
も
の
も
み
ら
れ
た）（
（

。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
公
然
陳
列
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
と
し
て
は
、
電
話
回
線
を
利
用
し
て
、
パ
ソ
コ
ン
ネ
ッ
ト
の
不
特
定

多
数
の
顧
客
に
わ
い
せ
つ
な
画
像
を
送
信
し
、
再
生
閲
覧
さ
せ
て
わ
い
せ
つ
物
を
公
然
陳
列
し
た
事
案
で
あ
る
、
最
決
平
成
一
三
年
七
月



七
二

一
六
日
刑
集
五
五
巻
五
号
三
一
七
頁
（
い
わ
ゆ
る
京
都
ア
ル
フ
ァ
ネ
ッ
ト
事
件
最
高
裁
決
定
）
に
お
い
て
、
後
の
裁
判
例
お
い
て
も
参
照
さ
れ

る
最
高
裁
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。

最
決
平
成
一
三
年
は
、「
わ
い
せ
つ
な
画
像
デ
ー
タ
を
記
憶
、蔵
置
さ
せ
た
い
わ
ゆ
る
パ
ソ
コ
ン
ネ
ッ
ト
の
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ハ
ー 

ド
デ
ィ
ス
ク
は
、
刑
法
一
七
五
条
が
定
め
る
わ
い
せ
つ
物
に
当
た
る
」
と
し
て
、
デ
ー
タ
そ
の
も
の
で
は
な
く
デ
ー
タ
の
記
録
さ
れ
た
記
憶 

媒
体
が
刑
法
一
七
五
条
一
項
に
お
け
る
公
然
陳
列
等
の
客
体
で
あ
る
と
す
る
、い
わ
ゆ
る
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
説
を
採
用
し
、加
え
て
、わ
い 

せ
つ
物
を
「
公
然
と
陳
列
し
た
」
と
は
、「
そ
の
物
の
わ
い
せ
つ
な
内
容
を
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
認
識
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
を
い 

い
、わ
い
せ
つ
な
内
容
を
特
段
の
行
為
を
要
す
る
こ
と
な
く
直
ち
に
認
識
で
き
る
状
態
に
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
と
し
、「
い
わ
ゆ
る
パ

ソ
コ
ン
ネ
ッ
ト
の
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
わ
い
せ
つ
な
画
像
デ
ー
タ
を
記
憶
、蔵
置
さ
せ
、不
特
定
多
数
の
会
員
が 

自
己
の
Ｐ
Ｃ
を
使
用
し
て
、こ
の
画
像
デ
ー
タ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
上
、画
像
表
示
ソ
フ
ト
を
用
い
て
画
像
を
再
生
閲
覧
す
る
こ
と
が
可

能
な
状
態
に
置
く
こ
と
は
、刑
法
一
七
五
条
に
い
う
わ
い
せ
つ
物
を
「
公
然
と
陳
列
し
た
」
こ
と
に
当
た
る
」
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
わ
い
せ
つ
な
図
画
の
閲
覧
者
の
「
認
識
可
能
性
」
が
設
定
さ
れ
た
か
否
か
が
「
公
然
と
陳
列
し
た
」
か
否
か
の
分
水
嶺
に

な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
閲
覧
者
の
「
認
識
可
能
性
」
の
判
断
に
あ
っ
て
は
、
閲
覧
者
が
当
該
わ
い
せ
つ
図
画
を
閲
覧
す

る
に
あ
た
り
、「
蔵
置
さ
れ
た
画
像
デ
ー
タ
を
再
生
閲
覧
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
簡
単
な
操
作
に
す
ぎ
ず
、
会
員
は
、
比
較
的

容
易
に
わ
い
せ
つ
な
画
像
を
再
生
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
操
作
の
「
容
易
性
」
を
基
準
と
し
て
い
る）（
（

。

そ
の
後
の
わ
い
せ
つ
物
の
公
然
陳
列
事
案
に
お
い
て
も
か
か
る
見
解
が
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
最
高
裁
の
判
断
と
し
て
は
最
決
平
成
二
四

年
七
月
九
日
判
時
二
一
六
六
号
一
四
〇
頁
が
あ
る
。こ
れ
は
、児
童
ポ
ル
ノ
を
掲
載
し
た
サ
イ
ト
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
中
の
Ｂ
Ｂ
Ｓ
と
い
う
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
を
カ
タ
カ
ナ
の
ビ
ー
ビ
ー
エ
ス
と
い
う
文
言
に
置
き
換
え
た
改
変
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
、
被
告
人
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
に
掲
載
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し
た
事
案
で
あ
る
。
最
決
平
成
二
四
年
法
定
意
見
は
特
に
理
由
を
示
さ
ず
上
告
棄
却
し
て
い
る
が
、
反
対
意
見
が
最
決
平
成
一
三
年
の
基

準
を
採
用
し
児
童
ポ
ル
ノ
の
公
然
陳
列
罪
（
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
お
よ
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

七
条
四
項
（
二
〇
一
四
年
改
正
前
、
現
行
法
七
条
六
項
））
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
ほ
か
、
原
審
大
阪
高
判
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
三
日
、
原

原
審
大
阪
地
判
平
成
二
一
年
一
月
一
六
日
は
と
も
に
、
最
決
平
成
一
三
年
の
「
認
識
可
能
性
」
判
断
の
基
準
を
採
用
し
、
児
童
ポ
ル
ノ
の

公
然
陳
列
罪
を
認
め
て
い
る）（
（

。

以
上
の
最
高
裁
決
定
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
要
件
は
、
わ
い
せ
つ
な
内
容
を
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
認
識
で
き
る
状
態
に
お
く
こ

と
（
閲
覧
者
の
「
認
識
可
能
性
」）、
わ
い
せ
つ
な
内
容
を
特
段
の
行
為
を
要
す
る
こ
と
な
く
直
ち
に
認
識
で
き
る
状
態
に
す
る
こ
と
ま
で
は

要
し
な
い
が
、
閲
覧
者
が
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
た
か
否
か
（
閲
覧
の
「
容
易
性
」）
の
二
点
で
あ
り
、
本
件
大
阪
高
裁
お
よ
び
原
審
大
阪

地
裁
に
お
い
て
も
、「
公
然
性
」
判
断
の
基
準
は
最
決
平
成
一
三
年
で
示
さ
れ
た
こ
の
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。

（
（
）
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
「
公
然
性
」

オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
へ
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
に
お
い
て
公
然
陳
列
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
は
本
件
以
前
の
公
刊
物
登
載
裁
判
例
に
お

い
て
は
み
ら
れ
な
い
。
な
お
、
本
件
原
審
に
お
い
て
は
、
本
件
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
み
な
ど
に
は
特
に
触
れ
る
こ

と
な
く
、
従
来
の
「
公
然
性
」
判
断
の
基
準
を
も
っ
て
刑
法
一
七
五
条
等
に
お
け
る
公
然
陳
列
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
は
、
保
存
用
メ
デ
ィ
ア
の
移
動
な
く
、
利
用
者
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
や

ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
す
る
。
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
を
完
了
し
た
の
み
で
は
、
あ
く
ま
で
も
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
の
は
利
用

者
本
人
で
あ
り
、
そ
の
私
的
領
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
い
か
な
る
時
点
で
「
公
然
と
陳
列
し
た
」
と
い
え
る
か
に
つ
い
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て
は
、
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
「
閲
覧
さ
せ
る
た
め
の
行
為
」
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
件
の
よ
う
に
、
公
開
設
定
の
後
に
公
開
用
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
発
行
を
受
け
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
場
合
、
当
該
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
特
定
少
数
の
範
囲

を
超
え
る
者
が
「
容
易
」
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か
が
判
断
の
基
準
に
お
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
公
開
設
定
を
行
え
ば
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を

知
ら
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
ラ
ン
ダ
ム
な
英
数
字
を
入
力
し
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
が
、
偶
然
に
当
該
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
一
致
す
れ
ば
ア
ク
セ
ス
の
可
能
性
は

全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
未
だ
公
開
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
不
特
定
ま
た
は
多
数
の
者
に
伝
達
し
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
に

あ
っ
て
は
、
不
特
定
ま
た
は
多
数
の
閲
覧
者
を
し
て
「
容
易
」
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
状
況
と
は
思
わ
れ
な
い）（1
（

。

た
だ
し
、
他
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
上
公
開
設
定
を
し
た
時
点
で
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
を

用
い
た
画
像
検
索
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
事
案
ご
と
に
利
用
さ
れ
た
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
み
を
考
慮
し
、
特
定

少
数
者
の
範
囲
を
超
え
た
者
に
お
け
る
閲
覧
の
「
容
易
性
」
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

3
．
本
件
の
検
討

本
件
は
、
刑
法
一
七
五
条
一
項
前
段
お
よ
び
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
法
三
条
二
項
の
構
成
要
件
に
か
か
る
「
公
然
と
陳
列
し
た
」
行
為
の
判

断
に
関
し
て
は
、
従
来
の
公
然
陳
列
事
案
同
様
、
最
決
平
成
一
三
年
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
原
審
に
お
い
て
も

本
件
大
阪
高
裁
に
お
い
て
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。原
審
と
本
件
大
阪
高
裁
の
判
断
を
分
け
た
の
は
、公
開
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
取
得
時
点
で
、「
画

像
デ
ー
タ
及
び
動
画
デ
ー
タ
の
内
容
を
不
特
定
又
は
多
数
の
者
が
認
識
で
き
る
状
態
に
置
い
た
」
と
い
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
本
罪
が
既

遂
と
な
る
た
め
に
は
、
公
開
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
伝
達
す
る
ま
で
必
要
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
画
像
公
開
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
通
常
、イ
ン
タ
ー
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ネ
ッ
ト
掲
示
板
等
に
画
像
を
直
接
に
掲
載
す
る
、
あ
る
い
は
画
像
へ
の
リ
ン
ク
を
貼
っ
た
り
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
掲
載
し
た
り
す
る
行
為
と
異
な

り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
は
、
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
や
公
開
の
設
定
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
画
像
の
公
開
行
為
が

終
了
す
る
も
の
で
は
な
い）（（
（

。
前
述
の
と
お
り
、
本
件
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
場
合
、
た
と
え
公
開
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
取
得
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
時
点
で
は
、
不
特
定
多
数
の
者
に
情
報
が
閲
覧
さ
れ
、
ま
た
こ
れ
が
伝
播
す
る
危
険
性
は
極
め
て
低
い
。

確
か
に
、
刑
法
一
七
五
条
一
項
前
段
お
よ
び
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
三
条
に
い
う
公
然
陳
列
罪
は
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
り
、
具
体

的
状
況
下
に
お
け
る
法
益
侵
害
の
危
険
の
発
生
ま
で
は
要
し
な
い
が
、
当
該
行
為
に
は
侵
害
が
現
実
化
し
う
る
程
度
の
危
険
性
は
必
要

で
あ
る）（1
（

。
こ
こ
で
、
最
決
平
成
一
三
年
の
閲
覧
者
の
「
認
識
可
能
性
」
を
基
準
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
偶
然
の
一
致
を
も
っ
て
当
該
性

的
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
可
能
性
は
存
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
閲
覧
者
を
し
て
簡
単
な
操
作
で
当
該
デ
ー
タ
に
「
容
易
」
に
ア

ク
セ
ス
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、「
公
然
と
陳
列
し
た
」
と
い
い
う
る
ほ
ど
に
は
、
閲
覧
者
の
「
認
識
可
能
性
」
を
設
定
し
た
と

は
い
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
本
件
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
と
公
開
設
定
そ
れ
自
体
は
、
公
然
陳
列
罪
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
構
成
要
件
該
当
行

為
に
は
未
だ
至
っ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
原
審
が
既
遂
と
認
定
し
た
公
開
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
取
得
時
点
に
お
い
て
は
、
な
お
、
公
然
陳
列
の
た
め
の
準
備
行
為
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
っ
て
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
お
よ
び
刑
法
一
七
五
条
の
規
制
対
象
と
な
る
電
磁
的
記
録
を
「
公
然
と
陳
列
」
し
た
も
の

で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
本
件
大
阪
高
裁
の
判
断
は
、
公
開
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
閲
覧
者
へ
の
伝
達
を
も
っ
て
既
遂
と
し
、
本
件
被
告
人
の
行
為
を
、

「
本
件
は
、
不
特
定
多
数
の
者
が
本
件
デ
ー
タ
を
認
識
し
得
る
状
況
に
な
か
っ
た
」
と
し
、
平
成
一
三
年
最
高
裁
決
定
が
示
し
た
「
公
然

性
」
判
断
の
基
準
を
踏
襲
し
つ
つ
、
妥
当
な
判
断
を
示
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。
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4
．
本
件
の
意
義
と
射
程

本
件
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
、
わ
い
せ
つ
電
磁
的
記
録
等
の
公
然
陳
列
が
問
題
と
な
っ
た
初
め
て
の

公
刊
物
登
載
事
案
で
あ
る
。
本
件
は
、
原
審
判
断
と
同
様
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
最
決
平
成
一
三
年
に

お
い
て
示
さ
れ
た
「
公
然
性
」
判
断
の
基
準
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
み
な
ら
ず
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ

ス
の
電
磁
的
記
録
公
開
に
至
る
仕
組
み
に
言
及
し
、
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て
「
不
特
定
多
数
の
者
が
本
件
デ
ー
タ
を
認
識
し
得
る
状

況
に
な
か
っ
た
」
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
具
体
的
判
断
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
事
例
の
蓄
積
と
し
て
意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

本
件
判
断
は
、
公
開
設
定
を
行
い
公
開
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
発
行
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
不
特
定
多
数
の
者
に
よ
る
閲
覧
の
危

険
性
が
極
め
て
低
い
よ
う
な
場
合
に
は
、「
公
然
性
」
は
な
い
と
す
る
判
断
と
い
え
る
。
本
件
解
説
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
る
が
、
オ

ン
ラ
イ
ン
上
閲
覧
可
能
な
デ
ー
タ
が
膨
大
に
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
画
像
等
が
検
索
エ
ン

ジ
ン
を
通
じ
て
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
情
報
量
の
膨
大
さ
ゆ
え
に
、
通
常
の
検
索
を
用
い
る
だ
け
で
は
「
容
易
」
に

ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
も
存
す
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
シ
ス
テ
ム
上
は
不
特
定
多
数
の
者
の
「
認
識

可
能
性
」
を
設
定
し
た
と
い
え
る
が
、
閲
覧
の
「
容
易
性
」
を
満
た
さ
ず
、
従
来
の
「
公
然
性
」
判
断
の
基
準
で
は
、
法
益
侵
害
性
を

判
断
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
案
も
想
定
さ
れ
る
。
当
然
に
、
本
件
の
射
程
は
か
か
る
状
況
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
が
、
今
後
の
こ

の
よ
う
な
事
案
が
問
題
と
な
る
際
に
は
実
務
上
参
考
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
（
）
な
お
、
本
件
の
評
釈
と
し
て
、
成
瀬
幸
典
「
判
批
」
法
学
教
室
四
四
八
号
一
二
八
頁
、
西
岡
正
樹
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
八
号
一
二

一
頁
、
渡
辺
裕
也
「
判
批
」
捜
査
研
究
八
一
七
号
一
四
頁
が
あ
る
。



七
七

刑
事
判
例
研
究
⑴
（
髙
良
）

（
（
）
本
件
解
説
（
判
時
二
三
八
六
号
一
〇
八
頁
）
に
よ
れ
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
はY

ahoo!

ボ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
か
か
る
オ
ン
ラ

イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
自
身
の
ス
ト
レ
ー
ジ
上
の
フ
ォ
ル
ダ
（
マ
イ
ボ
ッ
ク
ス
）
に
画
像
等
を
ア
ッ
プ
ロ
ー

ド
し
、か
か
る
フ
ォ
ル
ダ
を
公
開
設
定
し
、公
開
用
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
発
行
を
受
け
た
上
で
、当
該
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
ウ
ェ
ブ
メ
ー
ル
等
で
公
開
対
象
者
に
告
知
し
、

公
開
対
象
者
が
当
該
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
者
以
外
の
者
の
閲
覧
が
可
能
と
な
る
。Y

ahoo!

ボ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
「
使
い
方
ガ
イ
ド
」https://info-box.yahoo.co.jp/guide/start/public.htm

l

（
二
〇
一
九
年
三
月
二
六
日
現
在
）
参
照
。

（
（
）
水
越
壮
夫
「
私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
」
警
察
学
論
集
六
八
巻
三
号
九
一
頁
。
ま
た
、
法

令
立
案
者
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
不
特
定
又
は
多
数
」
と
は
、「
特
定
か
つ
少
数
の
場
合
」
を
外
す
趣
旨
で
あ
り
、
何
を
も
っ
て
「
不

特
定
又
は
多
数
」
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
社
会
通
念
に
よ
る
が
、
わ
い
せ
つ
物
頒
布
等
罪
（
一
七
五
条
）
お
よ
び
名
誉
棄
損
罪
（
二
三
〇
条
）
に

お
け
る
「
公
然
」
概
念
が
参
考
に
な
る
と
す
る
。
平
沢
勝
栄
・
三
原
じ
ゅ
ん
子
・
山
下
貴
司
『
よ
く
わ
か
る
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
』（
立
花
書

房
、
二
〇
一
六
）
七
二
頁
。

（
（
）
平
沢
＝
三
原
＝
山
下
・
前
掲
注（
（
）六
六
頁
。

（
（
）
「
法
益
侵
害
の
危
険
性
」
は
「
方
法
」
要
件
に
お
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
（
西
岡
・
前
掲
注（
（
）一
二
六
頁
参
照
）。
ま
た
、
渡
邊
卓
也
『
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
犯
罪
と
刑
法
理
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
）
一
五
四
頁
は
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
防
止
法
三
条
の
公
表
罪
が
、
不
特
定
多
数
の
者
に
対
す

る
「
提
供
」
等
の
み
を
規
定
し
て
い
る
点
で
処
罰
範
囲
が
狭
い
こ
と
も
、
撮
影
対
象
者
が
被
る
苦
痛
の
程
度
の
差
に
理
由
を
求
め
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
と
す
る
。

（
（
）
主
張
さ
れ
て
い
た
主
な
学
説
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。情
報
の
化
体
さ
れ
た
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
を
客
体
と
す
る
説
と
し
て
は
、山
口
厚「
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
犯
罪
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
七
号
七
四
頁
、
只
木
誠
「
判
批
」
現
代
刑
事
法
第
四
巻
第
八
号
七
九
頁
以
下
、
川

端
博
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
画
像
と
わ
い
せ
つ
物
陳
列
罪
の
客
体
」
研
修
六
一
六
号
一
〇
頁
な
ど
。
情
報
自
体
を
客
体
と
す
る
説
と
し
て
は
、
堀
内

捷
三
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
研
修
五
八
八
号
五
頁
、
前
田
雅
英
「
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
の
現
状
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
四

〇
号
九
七
頁
な
ど
。
そ
の
他
、「
陳
列
」
概
念
の
拡
大
に
否
定
的
な
見
解
と
し
て
は
、
園
田
寿
『
情
報
社
会
と
刑
法
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
）
九

八
頁
、
渡
邊
卓
也
『
電
脳
空
間
に
お
け
る
刑
事
的
規
制
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
）
二
五
六
頁
以
下
な
ど
。
刑
法
一
七
五
条
に
お
け
る
客
体
性
の
議

論
に
つ
い
て
、
二
〇
一
一
年
刑
法
改
正
に
お
い
て
、
電
磁
的
記
録
に
か
か
る
頒
布
・
公
然
陳
列
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
現
在
は
立
法
上
の

解
決
を
み
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



七
八

（
（
）
岡
山
地
判
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
判
時
一
六
四
一
号
一
五
八
頁
は
、「
有
体
物
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
な
ん
ら
わ
い
せ
つ
性
の
な
い

物
で
あ
り
、
こ
れ
を
わ
い
せ
つ
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
に
不
自
然
か
つ
技
巧
的
」
で
あ
る
と
し
て
、
客
体
の
有
体
物
性
を
維
持
し
つ
つ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
公
然
陳
列
罪
を
認
め
る
見
解
を
批
判
し
て
い
る
。

（
（
）
西
岡
・
前
掲
注（
（
）一
二
四
頁
。
拙
稿
「
判
批
」
法
学
新
報
一
二
〇
巻
五
・
六
号
）
三
〇
三
頁
以
下
参
照
参
照
の
こ
と
。

（
（
）
単
に
他
人
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
掲
載
し
た
わ
い
せ
つ
図
画
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
情
報
を
掲
載
し
た
行
為
は
、
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
の
正
犯
で
は

な
く
、
別
途
幇
助
罪
の
成
立
を
検
討
す
べ
き
と
す
る
大
橋
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
が
あ
る
。
永
井
善
之
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
速
報
判

例
解
説V

ol.（（ 
新
・
判
例
解
説
一
五
一
頁
も
同
様
。

（
（0
）
本
件
解
説
（
判
時
二
三
八
六
号
一
一
〇
頁
）
に
お
い
て
も
こ
の
点
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
成
瀬
・
前
掲
注（
（
）一
二
八
頁
は
、
本
件
判
断
を
支
持
し
た
上
で
、「
Ｘ
が
不
特
定
多
数
の
者
に
本
件
デ
ー
タ
の
内
容
を
認
識
さ
せ
る
た
め
に

必
要
な
行
為
を
な
し
終
え
た
の
で
あ
れ
ば
…
…
公
然
陳
列
に
必
要
な
行
為
は
完
了
し
、
本
罪
の
成
立
を
基
礎
づ
け
う
る
法
益
侵
害
性
が
認
め
ら
れ

る
と
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
」
と
の
留
保
を
付
し
て
い
る
。

（
（（
）
西
岡
・
前
掲
注（
（
）一
二
五
頁
は
、「
法
益
保
護
の
観
点
か
ら
、
行
為
者
の
行
為
が
法
益
侵
害
の
現
実
的
な
危
険
を
も
た
ら
す
程
度
の
「
認
識

可
能
性
」
を
設
定
す
る
に
至
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
行
為
を
公
然
陳
列
に
当
た
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
中
央
大
学
研
究
開
発
機
構
専
任
研
究
員
（
機
構
助
教
））


